
別表（第十四条関係）（昭五一文令一四・一部改正）（表面）名称から収益を目的とする事業の種類までについては、変更の度に朱書で訂正すること。名称事務所目的設置する学校収益を目的とする事業を行う場合にはその種類設立認可年月日年月日設立登記年月日年月日設立者理事定数及時当可認立設資産び氏名監事定数及び氏名備考（裏面）名称寄附行為変更認可年月日申請者氏名要項備考備考法附則第二項又は第六項の規定により組織を変更して学校法人又は準学校法人となつたものについては、台帳表面中「設立」とあるのを「組織変更」と読み替えて記載し、備考欄にどの財団法人が組織を変更して学校法人又は準学校法人となつたものである旨を記載するものとする。  


